
▽
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

　
●

対
象　

＊
昭
和
54
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ

　

の
方

※
過
去
に
検
診
を
受
け
た
方
、
市
以

　

外
の
検
診
を
受
け
る
予
定
の
方
を

　

除
く

＊
41
歳
以
上
で
、
過
去
に
当
該
肝
炎

　

ウ
イ
ル
ス
検
診
を
受
け
た
こ
と
が

　

な
い
方

※
肝
機
能
検
査
の
数
値
に
異
常
が
み

　

ら
れ
た
方
は
、
受
診
可

　
●

検
診
内
容
…
血
液
検
査

▽
結
核
検
診
︵
胸
部
Ｘ
線
︶

　
●

対
象
…
昭
和
29
年
４
月
１
日
以
前

　

生
ま
れ
の
方

　
●

検
診
内
容
…
問
診
、
胸
部
Ｘ
線
直

　

接
撮
影

▽
検
診
期
間　

10
月
31
日
㈬
ま
で

▽
費
用　

無
料　

▽
そ
の
他　

市
が
実
施
す
る
特
定
健

　

康
診
査
な
ど
と
同
時
受
診
可

▽
申
込
み
方
法　

２
ペ
ー
ジ
の
表
３

　

に
掲
載
の
実
施
医
療
機
関
に
、
直

　

接
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
40
歳
以
上
74
歳
以
下
の
方

を
対
象
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
の
予
防
と
改
善
を
目
的
に
し

た
﹁
特
定
健
康
診
査
﹂
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

※
対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受

　

診
券
と
利
用
の
手
引
き
な
ど
を
送

　

付
し
て
い
ま
す
。
届
い
て
い
な
い

　

方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

︵
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

　

し
て
い
る
方
に
は
、
６
月
下
旬
に

　

受
診
券
を
送
付
し
ま
す
︶
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

健
康
課
健
康

　

づ
く
り
係
︵
〒
１
９
７
ー
０
８
１

　

４　

二
宮
３
５
０
、
☎
５
５
８
・

　

１
１
８
３
︶

　

市
で
は
、
医
療
費
の
伸
び
の
要
因

と
な
っ
て
い
る
、
高
血
圧
症
、
脂
質

異
常
症
、
糖
尿
病
等
の
発
症
予
防
や

重
篤
化
、
合
併
症
へ
の
進
行
の
予
防

に
重
点
を
置
く
、
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
を
実
施
す
る
た
め

▽
健
診
期
間　

９
月
29
日
㈯
ま
で

※
９
月
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の

　

で
、
早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▽
対
象　

あ
き
る
野
市
国
民
健
康
保

　

険
に
加
入
し
て
い
る
昭
和
54
年
３

　

月
31
日
以
前
生
ま
れ
で
、
健
診
日

　

現
在
74
歳
以
下
の
方

▽
費
用　

無
料

に
、
あ
き
る
野
市
特
定
健
康
診
査
等

実
施
計
画
︵
第
３
期
︶
を
策
定
し
ま

し
た
。

　

こ
の
計
画
の
実
施
に
よ
り
、
あ
き

る
野
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
平
成

35
︵
２
０
２
３
︶
年
度
ま
で
に
特
定

健
康
診
査
実
施
率
、
特
定
保
健
指
導

実
施
率
は
共
に
60　

、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
・
予
備

群
の
減
少
率
は
25　

を
達
成
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
の
内
容
は
、
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
︵
市
役
所
４
階
︶
、
健
康
課
、

五
日
市
出
張
所
、
市
内
各
図
書
館
と

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

▽
期
間　

８
月
１
日
㈬
〜
10
月
31
日

　

㈬
▽
内
容

　
●

基
本
的
な
健
診
項
目
…
身
体
測

　

定
、
血
圧
、
血
中
脂
質
検
査
、
肝

　

機
能
検
査
、
代
謝
系
検
査
、
腎
機

　

能
検
査

　
●

詳
細
な
健
診
項
目
…
貧
血
検
査
、

　

心
機
能
検
査
、
眼
底
検
査
、
血
清

　

ク
レ
ア
チ
ニ
ン
検
査
︵
e
G
F
R
︶

※
医
師
の
判
断
に
基
づ
き
選
択
的
に

　

実
施
し
ま
す
。

▽
対
象　

昭
和
54
年
４
月
１
日
か
ら

　

昭
和
59
年
３
月
31
日
生
ま
れ
ま
で

　

の
方
︵
職
場
な
ど
で
人
間
ド
ッ
ク

　

等
を
受
け
る
方
、
受
け
る
予
定
の

　

方
を
除
く
︶

▽
費
用　

無
料

▽
健
診
方
法　

問
診
票
︵
必
要
事
項

　

を
記
入
︶
と
受
診
券
を
お
持
ち
の

　

上
、
２
ペ
ー
ジ
の
表
３
の
医
療
機

　

関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他　

受
診
券
・
問
診
票
な
ど

　

は
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法
︵
電
話
申
込
み
不
可
︶

　
●

は
が
き
…
６
月
29
日
㈮
︵
消
印
有

　

効
︶
ま
で
に
、
﹁
生
活
習
慣
病
予

　

防
健
診
申
込
﹂
、
郵
便
番
号
、
住

　

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、

　

電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
郵
送
し

　

て
く
だ
さ
い
。

　
●

電
子
申
請
…
６
月
29
日
㈮
ま
で
に

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
﹁
電
子
申
請
﹂

　

か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
電
子
申
請

　

さ
れ
る
場
合
は
、
次
の
コ
ー
ド
か

　

ら
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

健
康
課
健
康

　

づ
く
り
係
︵
〒
１
９
７
ー
０
８
１

　

４　

二
宮
３
５
０
、
☎
５
５
８
・

　

１
１
８
３
︶

　

︵
一
社
︶
東
京
都
農
業
会
議
主
催

の
第
59
回
東
京
都
農
業
委
員
会
・
農

業
者
大
会
で
、
切
欠
在
住
の
植
木
農

家
、
平
野
久
雄
さ
ん
・
と
も
え
さ
ん

夫
妻
が
、
地
域
に
即
応
し
た
生
産
環

境
を
整
備
し
、
近
代
的
な
技
術
を
も

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
に
現
況

届
を
送
付
し
ま
す
の
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
６
月
分

以
降
の
手
当
の
受
給
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

▽
受
付
場
所
・
期
間
・
時
間

　
●

市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー

　

ル
…
６
月
15
日
㈮
ま
で
︵
６
日
・

　

13
日
の
水
曜
日
は
午
後
８
時
ま

　

で
︶

※
９
日
㈯
は
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ

　

テ
ィ
ホ
ー
ル
︵
午
前
９
時
〜
正

　

午
、
午
後
１
時
〜
５
時
︶
で
行
い

　

ま
す
。

　
●

子
ど
も
政
策
課
…
６
月
18
日
㈪
〜

　
７
月
２
日
㈪

　
●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　

…
７
月
２
日
㈪
ま
で

※
９
日
㈯
の
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ

　

テ
ィ
ホ
ー
ル
を
除
き
、
土
曜
・
日

　

曜
日
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

▽
対
象　

児
童
手
当
受
給
者
、
児
童

　

育
成
手
当
受
給
者

▽
持
ち
物　

現
況
届
、
は
ん
こ
、
受

　

給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し
︵
児

　

童
手
当
の
み
︶
、
窓
口
に
来
ら
れ

　

る
方
の
本
人
確
認
書
類
︵
運
転
免

と
に
創
意
工
夫
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に

よ
っ
て
特
に
優
秀
な
企
業
的
農
業
経

営
を
行
っ
て
い
る
農
業
者
と
し
て
東

京
都
知
事
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
同
大
会
で
は
農
業
委
員
会

功
労
者
と
し
て
、
前
農
業
委
員
会
長

の
平
野
正
延
さ
ん
︵
雨
間
在
住
︶
、

前
農
業
委
員
の
中
村
義
明
さ
ん
︵
伊

奈
在
住
︶
が
表
彰
さ
れ
、
地
域
農
業

の
発
展
に
貢
献
が
あ
っ
た
方
と
し

て
、
橋
本
隆
吉
さ
ん
︵
渕
上
在
住
︶

に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

▽
問
合
せ　

農
林
課
農
政
係
︵
直
通

　

５
５
８
・
１
８
４
９
︶

　

こ
の
制
度
は
、
昭
和
23
年
公
布
・

施
行
の
﹁
人
権
擁
護
委
員
令
﹂
に
よ

っ
て
誕
生
し
、
昭
和
24
年
６
月
１
日

に
同
令
の
廃
止
と
と
も
に
人
権
擁
護

委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
た
め
、
こ
の

日
を
人
権
擁
護
委
員
の
日
と
し
て
い

ま
す
。

▽
人
権
擁
護
委
員
と
は　

人
権
擁
護

　

委
員
法
に
基
づ
き
法
務
大
臣
か
ら

　

委
嘱
を
受
け
て
い
る
民
間
ボ
ラ
ン

　

テ
ィ
ア
で
、
市
内
に
は
６
人
の
人

　

権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。

　

許
証
な
ど
︶
、
そ
の
他
の
必
要
書

　

類
︵
該
当
す
る
方
︶

※
児
童
手
当
現
況
届
は
、
政
府
が
運

　

営
す
る
﹁
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
﹂
内

　

の
﹁
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
﹂
︵h

t

　

tp
s://m

y
n
a
.g
o
.jp

/S
C
K

　

0
1
0
1
_
0
1
_
0
0
1
/S
C
K
0
1
0

　

1
_
0
1
_
0
0
1
_
In
itD

isc
sy

s.

　

fo
rm

︶
を
使
用
し
、
電
子
申
請

　

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま

　

す
。
ご
利
用
に
は
、
利
用
者
証
明

　

用
電
子
証
明
書
を
搭
載
し
た
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

　

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
。

▽
問
合
せ　

子
ど
も
政
策
課
子
ど
も

　

政
策
係

　

超
音
波
で
測
定
す
る
た
め
、
妊
娠

中
の
方
で
も
可
能
で
す
。
現
在
の
骨

の
状
態
を
知
り
、
生
活
習
慣
を
見
直

す
き
っ
か
け
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

６
月
25
日
㈪　

午
後
１
時

　

30
分
〜
３
時

※
測
定
時
間
は
、
①
午
後
１
時
30
分

　

か
ら
、
②
２
時
か
ら
、
③
２
時
30

　

分
か
ら
の
３
回
に
割
り
振
り
ま
す
。

▽
場
所　

市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　

ィ
ホ
ー
ル

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

　

︵
お
お
む
ね
１
年
以
上
骨
密
度
測

　

梅
雨
や
台
風
の
時
期
に
は
、
長
雨

や
集
中
豪
雨
で
地
盤
が
ゆ
る
み
、
が

け
や
よ
う
壁
な
ど
の
崩
壊
が
起
こ
り

や
す
く
な
り
ま
す
。
特
に
、
危
な
い

が
け
や
不
完
全
な
よ
う
壁
で
覆
わ
れ

て
い
る
場
所
に
あ
る
家
や
土
地
で

は
、
大
き
な
被
害
を
受
け
る
ば
か
り

▽
人
権
相
談
〜
ひ
と
り
で
悩
ま
な
い

　
で　

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
思

　

想
の
啓
発
活
動
、
家
庭
の
悩
み
、

　

い
じ
め
や
差
別
な
ど
、
日
常
生
活

　

の
人
権
相
談
を
受
け
、
問
題
解
決

　

の
お
手
伝
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
、
無
料
で
、
相
談
に
つ
い

　

て
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

　

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
相
談
し
て

　

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

市
民
課
市
民
相
談
窓
口

　

係

　

定
を
受
け
て
い
な
い
方
、
現
在
骨

　

粗
し
ょ
う
症
の
治
療
中
で
な
い
方
︶

▽
定
員　

45
人
︵
抽
選
︶

※
30
分
ご
と
に
15
人
測
定

▽
費
用　

無
料

▽
そ
の
他　

　
●

測
定
は
、
は
だ
し
で
行
い
ま
す
。

　
●

健
康
手
帳
が
あ
る
方
は
、
お
持
ち

　

く
だ
さ
い
。

　
●

申
し
込
み
結
果
は
、
６
月
15
日
㈮

　

以
降
に
、
は
が
き
で
お
知
ら
せ
し

　

ま
す
。

▽
申
込
み
方
法　

６
月
13
日
㈬
︵
消

　

印
有
効
︶
ま
で
に
、
は
が
き
に
、

　

﹁
骨
密
度
測
定
会
﹂
、
住
所
、
氏

　

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入
の

　

上
、
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

健
康
課
健
康

　

づ
く
り
係
︵
〒
１
９
７
ー
０
８
１

　

４　

二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５
８

　

・
１
１
８
３
︶

で
は
な
く
、
隣
接
す
る
方
々
の
生
命

や
財
産
に
ま
で
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
家
の

周
り
の
安
全
を
確
か
め
、
危
な
い
石

積
や
土
留
な
ど
は
補
強
改
善
し
、
雨

水
の
排
水
を
良
く
す
る
な
ど
し
て
、

安
全
対
策
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

す
で
に
、
関
係
機
関
か
ら
改
善
な

ど
の
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
を
受
け

て
い
る
方
は
、
補
強
、
改
良
な
ど
の

工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
律
︵
宅
地
造
成
等
規
制

法
︶
で
定
め
ら
れ
た
区
域
内
で
、
一

定
の
高
さ
以
上
の
切
土
・
盛
土
を
す

る
場
合
や
、
よ
う
壁
な
ど
を
築
造
す

る
と
き
は
、
事
前
の
許
可
が
必
要
と

ま
り
ま
す
。

▽
相
談
・
問
合
せ　

都
市
計
画
課
指

　

導
係
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事

　

務
所
開
発
指
導
第
一
課
︵
☎
０
４

　

２
・
５
４
８
・
２
０
３
７
︶

（３）　平成30年（2018年）６月１日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）
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防災行政無線放送を
電話で確認できます

各
種
検
診
を

　
　
　
　
実
施
し
ま
す

生
活
習
慣
病
予
防
健
診

　
（
35
歳
〜
39
歳
）

　
　
　
　
　
受
診
者
募
集

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
の

現
況
届
の
受
付
は

　
　
　
　
　
　
７
月
２
日
ま
で

人
権
擁
護
委
員
制
度

　
　
　
　
　
　
創
設
70
周
年

骨
密
度
測
定
会

危
険
な
が
け
や

　
　
　
家
の
ま
わ
り
の
再
点
検

「
特
定
健
康
診
査
」
（
無
料
）

　
　
　
　
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

　
〜
受
診
券
を

　
　
　
　
お
送
り
し
ま
し
た
〜

あ
き
る
野
市

特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画

（
第
３
期
）
を
策
定
し
ま
し
た

「
企
業
的
農
業
経
営
顕
彰
」
で
東
京
都
知
事
賞
を
受
賞
し
ま
し
た

電子申請用
コード

問
合
せ
　
健
康
課
健
康
づ
く
り
係

（
直
通
５
５
８
・
１
１
８
３
）

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト


